
住宅用太陽光発電設備の設置を支援

※ネーミングライツ…公共施設に「愛称」を付ける権利（命名権）を企業などに有料で与える仕組み。

委
員
会
設
置
の
経
緯

　

令
和
５
年
４
月
23
日
に
行
わ
れ
た
町
議
会
議
員
選

挙
の
選
挙
期
間
中
に
、
民
間
ラ
ジ
オ
局
の
発
行
し
た

新
聞（
チ
ラ
シ
）が
町
内
の
公
共
施
設
へ
配
架
さ
れ
た

ほ
か
、
小
中
学
校
の
児
童
・
生
徒
を
通
じ
て
家
庭
に

配
布
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
行
為
が
公
職
選
挙
法
に
抵
触
す
る
可
能
性
が

あ
る
と
し
て
問
題
提
起
さ
れ
、
町
議
会
で
は
令
和
５

年
６
月
定
例
会
に
お
い
て
、
地
方
自
治
法
第
１
０
０

条
に
基
づ
く
「
１
０
０
条
調
査
特
別
委
員
会
」
を
設

置
し
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
流
れ

　

令
和
６
年
３
月
15
日
に
第
１
回
委
員
会
を
開
催
。

令
和
８
年
３
月
９
日
ま
で
に
13
回
の
委
員
会
を
開
催

し
、
証
拠
資
料
の
確
認
や
関
係
者
へ
の
聞
き
取
り
を

行
い
、
事
実
関
係
の
把
握
に
努
め
ま
し
た
。

委
員
会
の
判
断
・
結
論
の
概
要

⃝
�

今
回
の
事
案
に
つ
い
て
、
公
職
選
挙
法
に
抵
触
す

る
か
否
か
を
本
委
員
会
が
判
断
す
る
も
の
で
は
な

い
が
、
民
主
主
義
の
根
幹
で
あ
る
選
挙
に
お
い
て

は
、
そ
の
公
平
性
が
極
め
て
重
要
。

⃝
�

調
査
の
結
果
、
新
聞
の
配
布
・
配
架
に
関
わ
っ
た

職
員
等
は
、
議
員
選
挙
と
の
関
連
や
選
挙
へ
の
影

響
を
意
図
し
て
行
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
選
挙
と

の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
十
分
な
認
識
が
な
か
っ
た

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

⃝
�

新
聞
を
発
行
し
た
者
も
、
選
挙
管
理
員
会
へ
相
談

は
行
っ
て
い
た
が
、
配
布
時
期
や
紙
面
内
容
に
つ

い
て
の
具
体
的
な
相
談
は
な
く
、
選
挙
へ
の
影
響

を
十
分
に
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
。

⃝
�

本
委
員
会
で
は
、
選
挙
に
関
し
て
注
意
す
べ
き
事

項
へ
の
認
識
が
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
が
、
今
回

の
事
案
を
招
い
た
一
因
で
あ
る
と
考
え
る
。

⃝
�

今
後
、
同
様
の
事
案
が
生
じ
な
い
よ
う
、
弁
護
士

に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
を
依
頼
し
た
。

ま
と
め

　

委
員
会
で
は
、
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
調

査
報
告
書
を
取
り
ま
と
め
、
令
和
８
年
３
月
定
例
会

に
提
出
し
ま
し
た
。
議
会
は
、
こ
の
報
告
書
を
議
決

し
た
こ
と
に
よ
り
１
０
０
条
調
査
特
別
委
員
会
の
調

査
は
終
了
し
ま
し
た
。

１
０
０
条
調
査
特
別
委
員
会
の
調
査
が
終
了

一
般
会
計

【
歳
入
】

萩
原
宏
紀
委
員　

Ｕ
Ｉ
Ｊ
タ
ー
ン
起
業
・
就

業
者
等
創
出
事
業
補
助
金
の
内
容
と
想
定
人

数
は
。

企
画
政
策
課
長　

都
市
部
か
ら
の
移
住
者
に

対
し
単
身
者
は
60
万
円
、
夫
婦
世
帯
は
１
０

０
万
円
を
支
給
す
る
制
度
で
あ
り
、
子
ど
も

一
人
当
た
り
１
０
０
万
円
の
加
算
が
あ
り
ま

す
。
予
算
上
は
２
世
帯
程
度
を
想
定
し
て
い

ま
す
が
、
現
時
点
で
実
績
は
あ
り
ま
せ
ん
。

行
橋
千
春
委
員　

デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
の
利

用
者
増
に
向
け
た
取
り
組
み
は
。

企
画
政
策
課
長　

生
活
に
欠
か
せ
な
い
交
通

手
段
と
し
て
維
持
し
つ
つ
、
利
用
者
拡
大
や

運
行
方
法
の
見
直
し
を
委
託
業
者
と
検
討
し

て
ま
い
り
ま
す
。

勝
又
一
徳
委
員　

空
港
周
辺
や
多
古
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
周
辺
に
お
け
る
企
業
誘
致
の

考
え
方
と
、製
造
業
な
ど
の
業
種
の
検
討
は
。

鵜
澤
茂
委
員　

固
定
資
産
税
の
滞
納
繰
越
分

に
対
す
る
今
後
の
対
応
は
。

税
務
課
長　

滞
納
者
と
の
折
衝
・
財
産
調
査

な
ど
を
通
じ
て
担
税
力
を
正
確
に
見
極
め
、

差
押
え
。
ま
た
、
著
し
く
納
付
が
困
難
な
場

合
は
執
行
停
止
な
ど
法
令
に
基
づ
き
適
切
に

対
応
し
て
い
き
ま
す
。

佐
藤
利
治
委
員　

災
害
に
強
い
森
づ
く
り
事

業
補
助
金
の
選
定
と
実
施
方
法
は
。

産
業
経
済
課
長　

東
京
電
力
が
つ
け
た
優
先

順
位
に
基
づ
き
県
森
林
組
合
が
現
地
で
確
認

し
、
東
電
・
土
地
所
有
者
・
町
・
県
森
林
組

合
の
協
定
に
よ
り
伐
採
を
進
め
て
い
ま
す
。

石
渡
悦
子
委
員　

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度

と
一
時
保
育
の
料
金
設
定
の
整
合
は
ど
う
す

る
の
か
。

こ
ど
も
園
事
務
長　

一
時
保
育
は
１
時
間
当

た
り
２
５
０
円
で
運
用
し
て
い
ま
す
が
、
４

月
以
降
は
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
に
合
わ

せ
、
１
時
間
３
０
０
円
と
す
る
規
制
改
正
を

考
え
て
い
ま
す
。

【
歳
出
】

橋
本
孝
之
委
員　

議
員
旅
費
と
特
別
職
旅
費

の
内
訳
は
。

空
港
地
域
振
興
室
長　

主
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
・
シ
ド
ニ
ー
に
あ
る
グ
ッ
ド
マ
ン
本
社

へ
の
訪
問
お
よ
び
西
シ
ド
ニ
ー
空
港
の
視
察

に
か
か
る
費
用
の
一
部
で
す
。

佐
藤
利
治
委
員　

自
転
車
ヘ
ル
メ
ッ
ト
補
助

の
１
０
０
人
分
の
根
拠
と
対
象
者
は
。

空
港
地
域
振
興
室
長　

県
や
Ｎ
Ａ
Ａ
と
連
携

し
な
が
ら
企
業
誘
致
を
進
め
て
い
ま
す
。
業

種
に
つ
い
て
は
、
製
造
業
の
検
討
も
進
め
て

ま
い
り
ま
す
。

飯
田
良
一
委
員　

広
告
収
入
や
ネ※

ー
ミ
ン
グ

ラ
イ
ツ
収
入
を
用
途
指
定
し
て
活
用
す
る
こ

と
は
可
能
か
。

財
政
課
長　

用
途
を
明
確
に
し
た
資
金
調
達

は
有
効
と
認
識
し
て
お
り
、
広
告
収
入
や
多

様
な
手
法
に
つ
い
て
今
後
も
研
究
を
進
め
て

い
き
ま
す
。

菅
澤
博
隆
委
員　

住
宅
用
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ

ス
テ
ム
設
置
補
助
金
の
内
容
と
、
太
陽
光
パ

ネ
ル
の
廃
棄
時
の
対
応
は
。

生
活
環
境
課
長　

太
陽
光
発
電
に
は
上
限
９

万
円
で
、
1
キ
ロ
ワ
ッ
ト
当
た
り
２
万
円
の

ほ
か
各
設
備
に
応
じ
た
補
助
を
行
っ
て
い
ま

す
。
廃
棄
時
は
産
業
廃
棄
物
と
し
て
法
令
に

基
づ
き
処
理
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　3月11日から12日の2日間にわたり新年度予算について議員全員が委員と
なり、審査を行いました。委員長に佐藤幸三委員、副委員長に萩原宏紀委員が
選任されました。ここでは、質疑の一部を要約してお伝えします。

全議員でしっかりチェック！
総額164億2,346万円の活かし方

令和８年度  予算審査特別委員会

佐藤幸三委員長

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

決※

議
を
可
決

　

１
０
０
条
調
査
特
別
委
員
会
の
結
論
と
は
別
に
、

本
件
に
つ
い
て
議
会
と
し
て
の
意
思
表
示
を
改
め
て

す
べ
き
と
の
結
論
に
至
っ
た
こ
と
か
ら
、
議
会
か
ら

町
へ
の
提
言
と
す
る
決
議
案
が
発
議
さ
れ
、
全
員
賛

成
で
可
決
し
ま
し
た
。

再
発
防
止
に
か
か
る
取
組
を
求
め
る
決
議

　

民
主
主
義
の
根
幹
で
あ
る
選
挙
制
度
に
お
い
て

は
、
そ
の
公
平
性
が
極
め
て
重
要
で
あ
り
担
保
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
選
挙
に
お
い
て
は
誰

も
が
疑
念
を
持
た
れ
る
よ
う
な
行
動
を
取
る
べ
き
で

は
な
い
。

　

本
議
会
で
は
、
令
和
５
年
６
月
16
日
に
可
決
さ
れ

た
当
該
事
案
に
係
る
１
０
０
条
調
査
特
別
委
員
会
の

調
査
報
告
書
を
受
け
、
我
々
議
員
自
身
は
も
と
よ
り

だ
が
、
選
挙
事
務
に
従
事
す
る
町
職
員
並
び
に
町
関

係
機
関
の
職
員
は
、
公
職
選
挙
に
つ
い
て
更
な
る
理

解
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
と
の
結
論
に
至
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
町
に
お
い
て
は
選
挙
に
関
す
る

知
識
の
習
得
・
深
化
に
資
す
る
べ
く
、
町
及
び
関
係

機
関
の
職
員
に
対
し
て
再
発
防
止
策
を
講
じ
る
こ
と

を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
決
議
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

令
和
８
年
３
月
16
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

多
古
町
議
会

※決議…議会が行う意思決定であり、政治・行政に関わる課題に対する議会の意思表明。

こ
れ
ま
で
開
催
し
た
委
員
会
の
会
議

録
お
よ
び
調
査
報
告
書
の
全
文
は
、

こ
ち
ら
か
ら
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

委
員
会
の
動
画
は

こ
ち
ら
◀
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